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国家戦略特区制度の概要

◆国家戦略特区制度は、成長戦略の実現に必要な、大胆な規制・制度改革を実行し、
「世界で一番ビジネスがしやすい環境」を創出することを目的に創設された制度。

◆経済社会情勢の変化の中で、自治体や事業者が創意工夫を生かした取組を行う上で障害となってきて
いるにも関わらず、長年にわたり改革ができていない岩盤規制について、規制の特例措置の整備や
関連する諸制度の改革等を総合的かつ集中的に実施するもの。

⇒千葉県が提案した特例措置だけでなく、他の全国の特区区域における特例措置を活用することが可能

R7.7.2
千葉県全域が東京圏国家
戦略特区の区域に指定

現時点での指定区域
１６区域
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内閣府資料



千葉県が国家戦略特区を活用して目指す姿
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本県のポテンシャルを秘めた主な産業拠点 柏の葉エリア
・ライフサイエンス（創薬・医療機器等）
におけるイノベーションの促進
・研究開発拠点やスタートアップ企業の誘致

主な
推進主体

・柏の葉ライフサイエンス協議会
・UDCK
・立地する大学・研究機関・企業等

成田空港周辺エリア

・国際航空物流機能の強化
・空港の特徴や強みを生かせる産業（精密
機器・健康医療・航空宇宙・農業・観光）
の拠点形成に向けた取組

主な
推進主体

・成田市
・成田空港に関する四者協議会
・NRTエリアデザインセンター(R7.4～)
・成田空港活用協議会 等

千葉・幕張新都心エリア
・近未来技術の活用に関する実証
・国際ビジネス拠点への企業誘致

主な
推進主体

・千葉市
・ちばドローン実証ワンストップセンター
・ドローン宅配等分科会・技術検討会
・幕張新都心モビリティコンソーシアム 等

アクアライン着岸地・かずさアカデミアパーク周辺エリア
・アクアライン着岸地周辺に
おける企業誘致
・かずさDNA研究所・バイオ
関連企業の立地を生かし
たイノベーション促進

・かずさDNA研究所・NITE
・かずさアカデミアパーク立地企業主な

推進主体

京葉臨海エリア
・日本最大のコンビナートにおけるカーボンニュートラル化
を通じた国際競争力強化
・千葉港・木更津港におけるカーボンニュートラル推進

・京葉臨海コンビナートカーボン
ニュートラル推進協議会
・港湾脱炭素化推進協議会

主な
推進主体

チャンス

第二の開港と言うべき
成田空港の拡張

圏央道・北千葉道路など
道路ネットワークの整備

ポテンシャル

成田空港・柏の葉・
京葉臨海コンビナートなどの

特徴のある産業拠点
商・工・農林水産業などが
全国トップクラスで

バランスのとれた産業構造

規制改革を推進し、
民間投資を呼び込む

国際的ビジネス拠点の形成！

イノベーションの促進を通じた
国際競争力のある新事業創出！

北千葉道路沿線エリア
・都心、成田空港、柏の葉等との近接性を生かし
た 産業・地域づくりの推進
・鉄道ﾈｯﾄﾜｰｸの結節点等における企業誘致



国家戦略特区を活用するには
①規制緩和の特例を「つくる」
◆新たなビジネスを実現するうえで、障壁となっているルールがある場合、新たな特例を提案できます。

②規制緩和の特例を「つかう」
◆自治体や事業者等が利用したい規制改革メニューを選んで活用することが可能です。

事前協議 区域会議 計画認定 事業開始

ＳＴＥＰ１ ＳＴＥＰ２ ＳＴＥＰ３ ＳＴＥＰ４

・特区ワンストップ窓口
へご相談

・想定している事業で、
特例の活用が可能か相談

・県が規制の特例を盛り
込んだ区域計画を作成

・総理大臣へ計画認定を
申請

・総理大臣による認定

新たな規制改革
事項の提案

内閣府へ提案 ＷＧヒアリング
新しい特例や
ルールの見直し

ＳＴＥＰ１ ＳＴＥＰ２ ＳＴＥＰ３ ＳＴＥＰ４

・特区ワンストップ窓口
へご相談

・STEP２に向けた
調整・相談

・内閣府へ提案
・内閣府から関係

省庁へ検討要請
※回答次第で再検討要請

・国の特区WＧ（民間
有識者）による自治体・
関係省庁、事業者等への
ヒアリング

・国による制度の改
正等の実施



千葉県の特区活用事例① 規制緩和の特例をつくる事例（Ｒ６提案）

※保税蔵置場
輸入手続前の貨物や輸出手続後の貨物の積卸し、
蔵置ができる場所。

航空物流業界では、航空貨物に係る荷役業務等において慢性的な人手不足が発生しており、人材確保が喫緊の課題。
とりわけ、日本最大の貿易港である成田空港においては顕著な状況にあり、今後、滑走路の新設をはじめとした更なる機能強化
により、貨物取扱量は200万ｔから300万ｔへの増加が見込まれることから、外国人材の活用を含め、人材確保に向けた
早急な取組が必要。

保税蔵置場等において
特定技能外国人の活用が可能に

特定技能
「自動車運送業」

特定技能
「自動車運送業」

積卸し 検品 積み付け仕分け貨物の集荷
航空会社

搬入
梱包・
ﾗﾍﾞﾘﾝｸﾞ

※輸出申告後

フライト
航空機
搭載

特定技能
「航空」

■：空港敷地外
■：空港敷地内

航空物流外国人材活用事業（特定技能所属機関の基準に係る航空分野告示の特例） 令和７年９月認定
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規制緩和前

物流に係る人材不足が深刻化している成田空港やその周辺における貨物
取扱事業者の人材確保に寄与し、成田空港の国際航空物流機能を強化！

特定技能
「自動車運送業」

積卸し 検品 積み付け仕分け貨物の集荷
航空会社

搬入
梱包・
ﾗﾍﾞﾘﾝｸﾞ

※輸出申告後

フライト
航空機
搭載

特定技能
「航空」

効果

【航空貨物を輸出する場合の例】

規制緩和後

特定技能
「自動車運送業」

事業概要

従前

措置
特定技能外国人の活用ができない

空港敷地外の保税蔵置場等において、空港
敷地内と同様に、国際航空物流拠点に係る
貨物取扱業務を行う事業者が、特定技能
外国人を受け入れることを可能とする。

空港敷地外で航空物流に係る貨物を取り扱
う事業者は、特定技能外国人を受け入れる
ことができない。

活用事業者数：１社
令和７年１２月時点

活用実績



千葉県の特区活用事例② 特区提案を契機に国が措置した事例
（Ｒ６ 成田市と共同提案）

成田市場の更なる活用に向けた成田空港におけるEU向け衛生証明書の発行 令和６年１２月措置

提案前

ＥＵ向け水産物の輸出手続を成田空港周辺でワンストップで行うことができ、鮮度の高い状態で輸出が可能に。
成田市場の付加価値（輸出利便性）が上がり、ＥＵへの輸出量の増加が期待される。

効果

措置後
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EU向け水産物の輸出手続のワンストップ化・
迅速化を図るため、
成田空港でのEU向け衛生証明書発行が可能に

EU向け衛生証明書の発行
（成田空港）

水産物の集荷
（成田市場）

通関等の手続
（成田市場）

ＥＵ向け水産物
の輸出手続

ワンストップ化
が実現！

※R6.11に成田市場内
事業者がEUHACCPの
施設認定を取得

EU向け衛生証明書の発行
（関東農政局／さいたま市）

通常の輸出より
１日程度の遅れ

（成田市場）水産物の集荷
（成田市場）

通関等の手続
（成田市場）

輸出証明書は、ＥＵ向け水産物の輸出手続について、紙で発行
された衛生証明書の原本（押印・署名あり）の添付が必要※。
輸出事業者が成田市場で通関等を済ませた後に、関東農政局
(さいたま市)で発行される衛生証明書を受領する必要があり、
通常の輸出より１日程度遅れるなど、輸出ビジネスの障壁となっ
ている。

国は2030年までに農林水産物・食品の輸出額5兆円（うち、水産物1.2兆円）の達成を目標としているところであるが、
現状、これらの航空貨物のうち、約３割を占めているのが成田空港であり、首都圏における航空輸出の拠点となっている。
しかしながら、ＥＵ向け水産物の輸出手続にあたり、関東農政局(さいたま市)で発行される衛生証明書（署名・押印有）を
受領・添付する必要があり輸出ビジネスの障壁となっている。



生産年齢人口の減少と医療需要の増加が見込まれる中、効果的・効率的な医療の提供や我が国の医療関連産業振興
の観点から、医療現場の業務効率化や医療の質の向上に資する技術開発や医工連携、人工知能（AI）医学、
データサイエンス等に通じた医師の養成・確保の重要性が増している。

千葉県の特区活用事例③ 特区提案を契機に要件が明確化された事例
（Ｒ６ 千葉市と共同提案）

医師臨床研修 における基礎研究医プログラムの要件緩和

提案

・臨床経験を有し、かつ、AI医学等についての知見をも兼ね備えた若手医師の養成が可能に
・AIを活用した最先端の基礎医学振興のけん引役が養成・確保されることで、ひいては医療の質の向上にも資する

効果

臨床研修と基礎医学を両立させるための「基礎研究医プログラム」において、基礎医学系の教室として、AI医学等
の教室や、工学部、データサイエンスに関する研究機関等の医学部以外の研究部門も認められるよう要件の緩和を
提案

プログラム概要

*
* 医師免許取得後、医師法に基づいて2年間行われる法定研修

基礎研究医プログラム：
解剖学、生理学などの基礎医
学研究に関心のある医師を対象
に、臨床研修と基礎研究を両立
するための基礎研究医育成・研
修プログラム

大学病院での
臨床研修

大学院の
基礎医学系教室
での研究

2年間

明確化

基礎医学に関する研究を
実施するのであれば、
解剖学、生理学など基礎
医学分野名を標榜した教
室に限らず、
人工知能（AI）医学や
データサイエンス、
医工連携に関する教室等
も含まれうる。

医師免許取得
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国家戦略特区制度で活用できる主な規制の特例措置

都市再生

小規模認可保育所（対象年齢の拡大）【一部全国措置化】
→原則0~２歳が対象となっている対象年齢を3歳以上に拡大
公立学校運営の民間開放（公設民営学校設置）
→教育委員会の一定の関与の下、非営利法人へ学校運営を委託

外国人家事支援人材の受入解禁
→家事支援サービス企業に雇用される外国人の入国・在留が可能に

国家戦略特区制度で実現した規制の特例措置全体（国家戦略特区HP）
https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/menu.html

病床の新設・増床の容認
→病床過剰地域においても、最先端医療を提供する医療機関に対して
必要な病床の増床（開設含む）が可能に

外国人材

保育・教育

医療

農地の権利移転許可事務の移管
→農業委員会から市町村へ許可事務を移管し、事務処理期間を短縮

農業・林業
都市計画手続きの迅速化・容積率の緩和
→都市計画法、都市再開発法等に定める手続きのワンストップ化
区域計画で定めた範囲内で、住宅の容積率を緩和

工場新増設のための工場立地法（緑地面積率）の特例
→国が定める緑化面積等の基準を市町村条例の制定により緩和
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◆千葉県が国家戦略特区に指定されたことにより、既に他の国家戦略特別区域で認められた、
様々な分野での規制の特例措置（６２項目(令和７年１２月時点)）を活用することが可能となる。

主な規制の特例措置

会社設立に係る行政手続きの英語対応
創業



本格的な人口減少社会の到来に伴い、様々な分野での人手不足や、地域経済の縮小などに対し、将来にわたり地域の活力を
維持していくための取組が求められており、さらに、持続可能な世界を実現するための普遍的な国際目標であるＳＤＧｓの
実現に向け、民間企業や県民とも連携・協働した取組が必要。
そのため、外国人家事支援人材による家事支援サービスの提供により、ビジネスを支える生活環境の向上、
家事負担の軽減による多様な人材の活躍を推進していく必要がある。

千葉県の特区活用事例④ 規制緩和の特例をつかう事例

家事支援外国人受入事業 令和７年９月認定

規制緩和前

家事支援サービスの活用による家事負担の軽減に伴い、
① 利用者が働き方の制約から解放され仕事の時間を確保しやすくなり、 企業にとっても人手不足の解消に寄与するほか、
② 「精神的な余裕」、「プライベートの時間の確保」、「パートナーとの良好な関係」といった
個人のウェルビーイングの向上にも繋がる。

効果

家事支援活動を行う外国人は、外交官や高度外国
人材などが雇用する場合しか、入国・在留が認め
られない。

第三者管理協議会※による管理の下、家事支援
サービス企業に雇用される外国人の入国・在留が
可能に

規制緩和後

※千葉県第三者管理協議会
【構成員】内閣府地方創生推進事務局、東京入国管理局、

千葉労働局、関東経済産業局、千葉県（事務局）

事業概要
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家事支援サービス企業
（雇用先）

利用世帯

諸外国

女性の活躍、家事負担軽減
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他自治体の提案事例(福岡市)

第43回福岡市・北九州市国家戦略特別区域会議（R7.9.5）福岡市提出資料より
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他自治体の提案事例(福岡市)

第44回福岡市・北九州市国家戦略特別区域会議（R7.11.17）福岡市提出資料より
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他自治体の提案事例(福岡市)

第44回福岡市・北九州市国家戦略特別区域会議（R7.11.17）福岡市提出資料より
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規制緩和・国家戦略特区に関するワンストップ窓口
（千葉県 総合企画部 政策企画課 国家戦略特区室）

043-223-2216
tokku-onestop@mz.pref.Chiba.lg.jp

新たなビジネスをするうえで、障壁となっているルールなど
はありませんか？
千葉県では、事業者の皆様が抱えるビジネスのしづらさを
解消し、新しいことにチャレンジできる環境づくりに取り組ん
でいます。
挑戦する事業者を制度面で全力でサポートしますので、
お気軽にご相談ください。


